
（参考） 

豊田・岡崎地区研究開発施設用地造成事業について 
 

１ 計画の概要 

（１）事業者 

   愛知県（企業庁） 

（２）事業実施区域の位置 

   岡崎市冨尾
とんびゅう

町、保
ほっ

久
きゅう

町及び外
そと

山
やま

町 

豊田市蕪木
かぶらき

町、下山
しもやま

田代
た し ろ

町、田
た

折
おり

町及び 蘭
あららぎ

町地内 

（３）事業規模 

   対象事業実施区域 約６５２ヘクタール 

   （改変区域 約２７０ヘクタール、非改変区域約３８０ヘクタール） 

    

２ 環境影響評価手続 

  平成１９年 ７月 ６日 方法書の公告・縦覧（～８月６日） 

  平成１９年 ８月２０日 住民意見の提出期限 

８月３１日 住民意見の概要の送付 

９月 ６日 愛知県環境影響評価審査会への諮問 

       １１月２２日 愛知県環境影響評価審査会からの答申 

  平成１９年１１月２８日 方法書に対する知事意見の通知 

平成２３年 ２月２５日 準備書の公告・縦覧（～３月２４日） 

４月 ７日 住民意見の提出期限 

        ５月 ２日 住民意見の概要等の送付 

        ５月１３日 愛知県環境影響評価審査会への諮問 

        ８月１９日 愛知県環境影響評価審査会からの答申 

        ８月２６日 準備書に対する知事意見の通知 

 

（今後の手続） 

  今後、事業者（愛知県企業庁）は愛知県知事意見等を踏まえ、環境影響評価書を作

成することとなります。 
 
 


